
藤井寺市公共施設循環バスの運行に関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、公共施設循環バス（以下「バス」という。）の運行に当たり遵守しなけ

ればならない事項を定め、安全かつ確実にバスを運行することにより、公共施設の利用の

便を図り、もって市民の社会参加の促進と福祉の充実に寄与することを目的とする。 

（運行） 

第２条 バスは、別表に定めるコース及び時間帯で運行する。 

２ バスの運休日は、次に掲げる日とする。 

⑴ 日曜日及び第４月曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（敬老の日

を除く。） 

⑶ １２月２９日から翌年の１月５日までの日（前２号に掲げる日を除く。） 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に運行又は運

休することができる。 

（循環コース） 

第３条 バスの運行は、定められた循環コース以外を走行してはならない。ただし、道路の

通行止、悪天候、急病人の出現その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

（乗車及び降車） 

第４条 乗車及び降車は、別表に定める停留所に限るものとする。ただし、バスの利用者が

急病その他やむを得ない理由があるときは、臨時に降車できるものとする。 

（利用） 

第５条 利用者は、本市の公共施設を利用する場合に限り、循環バスを利用できるものとす

る。 

２ 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 障害者及び高齢者の優先的な利用に協力すること。 

⑵ 火薬、銃砲刀剣類、毒物、油類等引火発火しやすい物等の危険物を車内に持ち込まな

いこと。 

⑶ 身体障害者補助犬以外の動物を車内に持ち込まないこと。 

⑷ 車内で飲食（水分補給を除く。）及び喫煙しないこと。 

⑸ ゴミは、利用者が持ち帰ること。 

⑹ 走行中は、運転手の指示に従い安全運転に協力すること。 

⑺ 他人に迷惑を及ぼさないこと。 

 （非常時の措置） 

第６条 バスは、次に掲げる場合は、運行しないものとする。この場合において、運行中で

あっても途中で運行を中止することができるものとする。 

⑴ 午前８時現在、気象警報が発令されているとき 終日 

⑵ 午前８時以降、気象警報が発令されたとき それ以降終日 



⑶ 地震、風水害等により運行の安全を確保できないとき 

２ 前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、正午までに気象警報が解除されたときは、

午後の便（１３時３０分発）から運行するものとする。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１２月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年８月１１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年５月１４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月１２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



別表（第２条、第４条関係）  


